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【�助�件と�助����】

令和５年４⽉１⽇から令和６年３⽉31⽇までに��った�
の�⽤が��となります。

①�得・リフォーム�⽤

    ��を�に�宅を�得またはリフォームした�⽤
 (�物に�る�⽤のみ)
 □夫�双�またはいずれか⼀�が�有者�義�またはリ
 フォーム等の��者である

 □�築基��等の���令に��した�宅である
 □�助��期間内に�宅の�き�しを受けている
 □��等との併⽤�宅であるが、��⾯積の1/2�上
 が��の⽤に供されている

 □�宅��に�る他の�助を受けていない、または受け
 る予�がない

②賃��⽤ 
    賃料・�金・�金・共��・仲�⼿�料
    □夫�のいずれか⼀�が賃貸���の�義�であ
 り、当��宅の�賃を��っている

   ただし、�の�⽤は�助���となります。
 ・�⾞場代

  （�宅の賃貸���とは別に�⾞場のみを�りている場�）

 ・地代 ・���� ・��購�� 

 ・�宅⼿当�

      （��先から�宅⼿当が��されている場�)  
  ・その他�当でないと�める�⽤
  

③��し�⽤

２．� 査

書��査を⾏います。�査にお時間がかかる場�や、�査の

�果、ご希�に�えない場�もございますのでご了�くださ

い。

�下の書�を提�します。

・�助金�付申�書（指�）

・夫�双�または⼀�の��票の�し

・夫�の��のある戸籍��（戸籍��事項��書）または��

��書等の��の⽇が��できる書�

・夫�の�得��書

（夫�の双�または⼀�が離�し、申�⽇において��の場�に

あっては、離�票またはこれに代わるものの�し）

・夫�の��等����書

・奨�金���が�かる書�の�し

（奨�金を��している場�）

・�助����の��ごとに必�な書�

（※別�ご�内します）

【�】５．�    付
��金�の�助金をお��いします。
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  令和５年３⽉１⽇��に��した���帯の�へ、�宅の�得(リフォーム)�⽤または賃��⽤、��し�⽤の⼀�を�助します。

【⼿�きの流れ】

�しくは、下�へお問い�わせください。

【�助���帯】

�下の�件に�当する必�があります。

①令和５年３⽉１⽇から令和６年３⽉31⽇の間に
��した夫�で、��⽇における年�が夫�とも

に２９歳�下であり、�帯の�得が５００万円�

上６６０万円未�である

②申�があった⽇において、夫�の双�または⼀�が

�助��期間内に�得または賃�した�内�宅に��

し、����している

③⽣活保�等の�的扶助を受けていない

④夫�いずれも��等の��がない

⑤賃貸�への�賃を��していない

⑥夫�いずれも暴⼒団員等ではない

⑦��にこの��に基づく�助を受けていない

【�】１．申 � 【申�者】

書��査の�果、�助金の�付可否を�知します。

【�】３．�付決�

４．�    �
��書（指�）を提�します。

�)�助金�付�件に��した場�や、偽りその他不正の⼿�により�助金
の�付を受けたときは、�付決�の��または⼀�を�り消す場�があり

ます。その場�、すでに�助金が�付されているときは��を�めます。

【申�者】

 ※���帯の�得（奨�金を��している場�は、�
得から奨�金年間���を�いた�）を��の�得�

�書で��します。��を�に離�し、申�時におい

て��の場�は�得�しとします。

【�助�度�】

２０ 万円 １�帯あたり




